
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保 
等に関する法律の改正の概要 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

業務用冷凍空調機器（エアコン、冷蔵・冷凍機

器）中の冷媒フロン類の回収・破壊の実施確保 

目 
 

的 

改
正
の
必
要
性 

○回収率の状況 

平成 14年度から法施行。冷媒フロン類の回収率は 3割程度で推移。 
 

○京都議定書目標達成計画（平成 17年 4月閣議決定） 
フロン類は強力な温室効果ガスであり、回収率向上は 6％削減を達成するうえ

で費用対効果が高く有効な手段 

○行程管理制度の導入 
フロン類の引渡しを書面で捕捉し管理する制度を導入 

○都道府県知事に廃棄者等に対する指導等の権限を付与 

○整備時のフロン回収義務の明確化 

改
善
措
置
の
内
容 

オゾン層保護 

地球温暖化防止 

フロン類の大気中への放出抑制 

図 行程管理制度の概要 

書面の受渡し 

フロン類の
引渡委託

受託者

・設備工事業者

・建物解体業者

・産廃業者 等

機
器
の
廃
棄
者

（
ビ
ル
オ
ー
ナ
ー
等
）

フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
（
知
事
登
録
）

フロン類の
引渡し

①委託確認書 ②委託確認書

③引取証明書

都道府県知事による指導等



 

改正フロン回収破壊法の主な変更点

フロン回収が
必要な場合の
拡大

機器を整備する時

フロン類回収業者（整備時回収者追加）

フロン類破壊業者

廃棄者整備者

受託者
（設備工事、建物解体業者、産廃業者等）

建物解体
元請業者
注）

フロン回収に
役割を有する
人の拡大
（知事の指導の対
象等）

対 応問題点

①廃棄者がフ
ロン類回収を
適切に発注し
ない

②廃棄者が回
収業者へのフ
ロン類の引渡
しを他人に委
託する場合、
委託を受けた
人の規定が不
十分

フロン類の
回収の規定
が不十分

改正法で追加

現行法の規定

改正法で追加

現行法の規定

※ 網掛け部分が今回の改正法関連部分

整備時等

廃棄時

機器を金属くずとして
売却する時

機器を廃棄する時

機器を金属くずとして
売却する時

機器を廃棄する時

・委託確認書の交付、回付、保存
・引取証明書の交付、保存

行程管理制度の創設

・委託確認書の交付、回付、保存
・引取証明書の交付、保存

行程管理制度の創設
フロン回収
手続き明確化

注）建物解体の元請業者は、フロン類を含む機器の有
無を確認し、工事発注者に説明


